
 

 

 

 

 

 

あなたの行政区の集会施設を活用して、教室や講座を企画してみませんか。 

 

笛吹市教育委員会では、行政区及び区民の皆様が企画、運営する教室、講演

会等に対する講師料等の一部補助や企画運営の助言を行う「地域コミュニティ

講座（スコニティ）」を実施します。区民の交流の場、学習の場として活用して

みてはいかがでしょうか。 

 

概    要： 行政区及び区民が企画運営する地域集会施設等を活用した講

座、教室、講演会等に対して発生する講師料又は講師謝金の一

部を補助します。 

1回につき上限 4，000円（税引前） 

1行政区当たりの上限 3回（4月～3月の間） 

 

申込やご相談は、随時おこなっていますので、生涯学習課へ

お気軽にお申し付けください。 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

                      

お問合せ先 

笛吹市教育委員会 

生涯学習課 生涯学習担当 

電話 055-261-3339 


